
一般競争入札 公告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和 6年 3月 8日（金曜日） 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部三重県済生会明和病院 

院 長  冨本 秀和 

 

１．般競争入札に付する事項 

（１）調達件名および数量 

 １)介護システム 一式 

   ※詳細は要求定義書による。 
（２）履行場所 

 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部三重県済生会明和病院が指定する場所 

（３）納期 

   令和 6年 5月末まで 

   ※ただし、双方の協議により変更することは可能。 

（４）その他 

   三重県介護従事者確保事業費補助金（ＩＣＴ導入支援事業）対象となる 

    

２．参加資格 

（１）一般競争入札に参加することができない者 

ア当該契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ない者 

イ次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者 

(ア)契約の履行にあたり故意に工事もしくは製造を粗雑にし、または物件の品質もしくは

数量に関して不正の行為をした者 

(イ)競争入札またはせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者または公正な成

立を害し、もしくは不正の利益を得るために他の者と連合した者 

(ウ)落札者が契約を結ぶこと、または契約者が契約を履行することを妨げた者 

(エ)監督または検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

(オ)正当な理由がなくして契約を履行しなかった者 

(カ)契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

(キ)前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行にあたり、代

理人、支配人その他の使用人として使用した者 

(ク)社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部三重県済生会明和病院または三重県から入札公告の日から 

開札の日までの間に指名停止措置を受けている者 

（２）厚生労働省競争参加資格（全国庁統一資格）「物品の製造」または「物品の販売」の資

格の認定を有する者 

 

３．入札手続等 

（１）担当部局 

   所在地 ： 〒515-0312 三重県多気郡明和町大字上野 435番地 

   施設名 ： 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部三重県済生会明和病院 

   担当名 ： システム管理室 主任 藤岡 拓人 

TEL0596-52-0131 FAX0596-52-2131 

（２）定義書等の配付 

   期 間 ： 令和 6年 3月 15日（金曜日） 17時 00分まで 



   場 所 ： ３（１）に同じ。 

 

（３）一般競争入札参加資格申請書の提出期間、場所 

   本入札に参加する意思のある者は、入札参加申請書を次により提出しなければならな

い。 

提出期間： 令和 6年 3月 22日（金曜日）まで 

         受付時間 土日祝日を除く 8時 30分 ～ 17時 00分 

提出場所： ３（１）に同じ。 

   提出方法： 上記日時、場所に持参により提出するものとする。 

 

（４）見積書、提案書、回答書等の提出 

   本入札に参加する意思のある者は、会社案内および実績、提案書、見積書を１部提出

しなくてはならない。提出の無かった場合は入札の参加を認めないものとする。 

提出期間： 令和 6年 3月 22日（月曜日）まで 

         土日祝日を除く 8時 30分 ～ 17時 00分 

   提出場所： ３（１）に同じ。 

   提出方法： 提出場所へ持参すること。 

 

（５）入札および開札の日時、場所ならびに入札書の提出方法 

日 時  ： 令和 6年 3月 29日（金曜日）時間は案内書に記載。 

場 所 ： 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部三重県済生会明和病院 パレスホール 

提出方法 ： 上記日時、場所に持参すること。郵送またはＦＡＸによる入札は認めない。 

 

４．その他 

（１）入札保証金  免除とする。 

（２）契約履行保証 免除とする。 

（３）入札の無効 

 本公告に示した競争参加資格のない者による入札、申請書または資料に虚偽の記載を

した者による入札および入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（４）落札者の決定方法 

 最低落札価格で決定する。 

（５）手続きにおける交渉の有無  無。 

（６）契約書作成の要否      要。 

（７）提案に係る一切の費用は提案者の負担とする。 

（８）関連情報を入手するための照会窓口  ３（１）に同じ。 

（９）総合評価落札方式に参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況

の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき

は、当該資格の確認を取消すことがある。 


